
第4章 地域活性化の推進

	 第1節	 地方創生・地域活性化に向けた取組み
少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度

の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維
持していくため、政府としては、平成26年11月に成立した「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、
まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、地方創生の取組みを推進してきた。令和2年においては
「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」の策定及び第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を
改訂するなどの取組を行ってきた。将来にわたって活力ある地域社会の実現と、東京圏への一極集中
の是正を目指し、4つの基本目標と2つの横断的な目標の下、新型コロナウイルス感染症の影響も踏
まえ、施策を展開していく。
国土交通省においては、主に以下の取組みを行う。

　・ 近年激甚化する災害等を踏まえ、改正都市再生特別措置法等に基づき、災害ハザードエリアにお
ける新規立地の抑制を徹底するなど、災害に強く安心して暮らせるまちづくりに取り組む。

　・官民一体となって「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出を図る。
　・ 改正地域公共交通活性化再生法に基づく地方公共団体を中心とした輸送サービスの確保・充実や、
独占禁止法特例法に基づく地方バスの会社間連携の促進、MaaS の全国普及等を進めることによ
り、高齢者等の移動手段の確保や、観光による地域振興を図る。

　・ アドベンチャーツーリズムのモデルツアーの造成やガイド人材の育成など、新たなインバウンド
層への訴求力が高い体験型観光コンテンツ等造成への支援や、キャッシュレス対応・多言語対応・
無料Wi-Fi 整備等の受入環境整備の推進等を通じて、魅力ある観光地域づくりを進める。
また、都市再生については、民間活力を中心とした都市の国際競争力の強化等を図るための都市再
生の推進及び官民の公共公益施設整備等による全国都市再生の推進に取り組んでいる。
さらに、新型コロナウイルス禍に伴う働き方・住まい方の変化に対応するため、職住近接・一体の
生活圏形成のためのテレワーク拠点整備等の推進、住宅団地等におけるコワーキングスペース整備の
支援、ワーケーションやブレジャー等の普及促進のための環境整備の支援等に取り組むこととしている。

	 第2節	 地域活性化を支える施策の推進

1 1	 地域や民間の自主性・裁量性を高めるための取組み
（ 1 ）地方における地方創生・地域活性化の取組み支援
地方創生は国による全国一律の取組みではなく、地域ごとに異なる資源や特性を地方自らが活かし、

それぞれ異なる課題に対応することが重要であり、地方公共団体が各自の戦略に沿って施策の企画立
案、事業推進、効果検証を進めていくに当たり、情報面・人材面・財政面から国は伴走的な支援を続
けている。
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情報面の支援としては、地域経済に関する官民のデータを分かりやすく「見える化」した、地域経
済分析システム（RESAS）を提供している。地域の現状や課題の把握、強み・弱みや将来像の分析、
基本目標やKPIの設定、PDCAサイクルの確立に活用することで、地方公共団体や民間企業や住民・
NPO等の地方創生の取組みを支援している。
人材面の支援としては、地方創生カレッジにより地方創生に必要な専門人材を育成・確保するとと
もに、各府省に相談窓口を設ける地方創生コンシェルジュ、国や民間企業等の職員を小規模自治体（令
和3年度派遣分より指定都市を除く全ての市町村に拡大予定）に派遣する地方創生人材支援制度によ
る支援を行っている。
財政面の支援としては、地方創生推進交付金や、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充
等により、地方が地方創生に中長期的見地から安定的に取り組むことができるよう、支援を行っている。
国土交通省においても、全国各地の個性的で魅力ある地域づくりに向けた取組みを一層推進するた
め、社会インフラと関わりのある地域活性化の取組みを「手づくり郷

ふるさと

土賞（国土交通大臣表彰）」と
して昭和61年度より表彰している。35回目となる令和2年度は16団体（一般部門13団体、大賞部
門3団体）が同賞を受賞した。受賞団体の取組みは、ウェブサイトへの掲載や受賞団体が取組のプレ
ゼンテーションを行う「手づくり郷土賞受賞記念発表会」の開催を通じて、地域づくりに役立つ好事
例として、広く情報発信している。
また、地域間の連携と交流による地域づくり活動の奨励を目的として、創意工夫を活かした自主的
かつ広域的な優れた地域づくり活動に対して「地域づくり表彰（国土交通大臣表彰等）」として昭和
59年度より表彰をしている。令和2年度は全国より41件の推薦があり、栃木県那須町で廃校となっ
た小学校を再生し様々な生活サービスをまとめた取組み及び福井県鯖江市で地場産業の工房を開放す
るイベントを開催し商品や地域の魅力を地域外に発信した取組みが国土交通大臣賞を受賞したほか、
6団体が各種賞を受賞した。表彰された優良事例の活動内容等については、国土交通省ウェブサイト
等を通じて広く情報発信している。

（ 2 ）民間のノウハウ・資金の活用促進
地方都市の成長力・競争力の強化を図るため、地方公共団体が行う都市再生整備計画事業と連携し
た民間都市開発事業で国土交通大臣認定を受けたもの等、優良な民間都市開発事業に対し、（一財）
民間都市開発推進機構による出資又は共同施行等の支援を行った。あわせて、同機構が地域金融機関
や地方公共団体との間でファンドを造成し、当該ファンドからの出資・社債取得や助成等を通じて、
リノベーション等による民間まちづくり事業を一定のエリアで連鎖的に進めていくことで、当該エリ
アの価値向上を支援した。
また、まちの魅力・活力の維持・向上を通じた地域参加型の持続可能なまちづくりの実現と定着を
図るため、民間まちづくり活動における先進団体が持つ、活動を行う中で一定の収益を継続的に得る
とができるノウハウ等を、これから活動に取り組もうとする他団体に水平展開するための普及啓発に
関する事業や、「都市再生特別措置法」の都市利便増進協定に基づく施設整備等を含む先進的な民間
まちづくり活動に関する実験的な取組み等への支援を行っている。
さらに、まちなかにおける道路、公園、広場等の官民空間の一体的な修復・利活用等による「居心

【関連リンク】
手づくり郷土賞ウェブサイト：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/
国土交通省「地域づくり表彰」ウェブサイト：https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000020.html
官民連携まちづくりポータルサイト　URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html
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地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を推進する観点から、官民が連携して賑わい空間を創出する
取組みを市町村のまちづくり計画に位置づけることなどの措置を講ずる「都市再生特別措置法等の一
部を改正する法律」を令和2年9月に一部施行し、法律・予算・税制のパッケージで支援することとした。

加えて、首都高日本橋地区の地下化の取組み
においては、老朽化対策のみならず、その機能
向上を図るとともに、日本橋川周辺の水辺空間
の再生や都心のビジネス拠点の整備などの民間
再開発プロジェクトと連携している。

また、立体道路制度の適用対象を一般道路に
拡大する等の措置を講ずる「都市再生特別措置
法等の一部を改正する法律」を平成30年7月
に施行し、立体道路制度の積極的な活用を推進
している。

さらに、地域の賑わい・交流の場の創出や道
路の質の維持・向上を図るため、道路を有効活
用した官民連携による取組みを推進している。

このほか、27年度に、改正構造改革特別区
域法が施行され、民間事業者による公社管理有
料道路の運営が可能となったことから、愛知県
有料道路において、28年10月から愛知道路コ
ンセッション（株）による運営が開始されている。

 2	 新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性の検討
新型コロナ危機を踏まえ、今後のまちづくりの方向性を検討するため、様々な分野の有識者に個別

ヒアリングを実施し、「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」（論点整理）をとりまとめ、
令和2年8月に公表した。

この論点整理を踏まえ、令和2年10月に、「デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した
都市政策のあり方検討会」（座長 出口敦 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授）を設置し、今
後目指すべきまちづくりの方向性や都市政策について検討を行い、「ニューノーマルに対応した新た
な都市政策はいかにあるべきか―都市アセットの最大限の利活用による人間中心・市民目線、機動的
なまちづくりへ―」をとりまとめ、令和3年4月に公表することとしている 。

	
図表Ⅱ-4-2-1

	 	優良な民間都市開発事業に対し、
共同施工等の支援を行った例　	
京都四条南座（京都府京都市）
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 図表Ⅱ-4-2-2 新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性

৲ৗ॥টॼਃ॑ీਃधखञٹ

০भੁभ্ਙٹ

・感染拡大防止には「三つの密」（密閉・密集・密接）の回避が重要
・感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ることが重要
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○ 大都市は、クリエイティブ人材を惹きつける良質なオフィス、住環境（住宅、オープンス
ペース、インターナショナルスクール等）、文化・エンタメ機能等を、郊外、地方都市は、
住む、働く、憩いといった様々な機能を備えた「地元生活圏の形成」を推進

○ 大都市、郊外、地方都市それぞれのメリットを活かして魅力を高めていくことが重要
○ 様々なニーズ、変化、リスクに対応できる柔軟性・冗長性を備えた都市が求められる
○ 老朽ストックを更新し、ニューノーマルに対応した機能（住宅、サテライトオフィス等）が
提供されるリニューアルを促進

○ 郊外や地方都市でも必要な公共交通サービスが提供されるよう、まちづくりと一体となっ
た総合的な交通戦略を推進

○ 自転車を利用しやすい環境の一層の整備が必要

○ 街路空間、公園、緑地、都市農地、民間空地などまちに存在する様々な緑
やオープンスペースを柔軟に活用

○ リアルタイムデータ等を活用し、ミクロな空間単位で人の動きを把握して、平時・
災害時ともに過密を避けるよう人の行動を誘導

○ 避難所の過密を避けるための多様な避難環境の整備
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○職住近接のニーズが高まり、働く場と居住の場の融合が起こっていく可能性
○オフィス需要に変化の可能性。老朽中小ビルなどは余剰発生の可能性

⏕ά㔜どにព㆑䛜ኚ
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○東京一極集中の是正が進みやすくなる可能性
○ゆとりあるオープンスペースへのニーズの高まり

※なお、感染症対策という面では、ハード面の対応のみならず、日常の手洗い、体調不良の際は休むといったソフト面の対応の徹底が重要
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上記の都市政策の実現に向けた具体的方策を検討するため、昨年10月にથऊैऩॊَॹ४ॱঝ৲भசऩਤனृॽগーঀーঐঝपৌૢखञੁभँॉ্
ਫ਼ୈ会 をُ設置。ഥਮ�ফ২ଜ॑৯ಥपधॉऽधी。

 図表Ⅱ-4-2-3  デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会　中間取りまと
め（概要）
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 3	 コンパクトシティの実現に向けた総合的取組み
都市のコンパクト化と公共交通網の再構築をはじめとする都市の周辺等の交通ネットワーク形成

は、居住や都市機能の集積を図ることにより、住民の生活利便性の維持・向上、サービス産業の生産
性の向上等による地域経済の活性化、行政サービスの効率化等による行政コストの削減などの具体的
な行政目的を実現するための有効な政策手段であり、中長期的な視野をもって継続的に取り組む必要
がある。
コンパクトシティの実現に向けた市町村の取組みを促進するため、平成26年に「都市再生特別措

置法」を改正し、経済的インセンティブによって居住と都市機能の立地誘導を進める「立地適正化計
画制度」を創設した。令和2年度末時点において、立地適正化計画の作成については、581市町村が
具体的な取組みを行っており、そのうち、383市町村が立地適正化計画を作成・公表済みとなった。
地域公共交通計画については、618団体が公表済みとなった。
また、こうした市町村の取組みが、医療・福祉、住宅、公共施設再編、国公有財産の最適利用等の

まちづくりに関わる様々な関係施策との連携による総合的な取組みとして推進されるよう、関係府省
庁で構成する「コンパクトシティ形成支援チーム」（事務局：国土交通省）を通じ、現場ニーズに即
した支援施策の充実、モデル都市の形成・横展開、取組み成果の「見える化」等に取り組んでいる。
令和2年度においては、頻発・激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりを推進するため、「都

市再生特別措置法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第43号）に基づき、災害ハザードエリア
からの移転の促進、立地適正化計画と防災との連携強化を推進している。また、個人単位の行動デー
タ等に基づき、ユーザー目線での最適な施設立地等を検討する計画手法（スマート・プランニング）
について、具体都市での検証を通じてシミュレーションの手法や結果の可視化システムの改良を行う
とともに、土木学会スマート・プランニング研究小委員会と連携して分析手法の普及を図った。

 4	 地域特性を活かしたまちづくり・基盤整備
（ 1 ）民間投資誘発効果の高い都市計画道路の緊急整備
市街地における都市計画道路の整備は、沿道の建替え等を誘発することで、都市再生に大きな役割

を果たしている。このため、残りわずかな用地買収が事業進捗の隘路となっている路線について、地
方公共団体（事業主体）が一定期間内の完了を公表する取組み（完了期間宣言路線（令和2年4月現
在80事業主体207路線）を通じ、事業効果の早期発現に努めている。

（ 2 ）交通結節点の整備
鉄道駅やバスターミナル等の交通結節点には、様々な交通施設が集中し、大勢の人が集まるため、

都市再生の核として高い利便性と可能性を有する。
このため、品川駅西口や神戸三宮駅、虎ノ門ヒルズ駅等の交通結節点及びその周辺において、社会

資本整備総合交付金や国際競争拠点都市整備事業、都市・地域交通戦略推進事業、鉄道駅総合改善事
業等を活用し、交通機関相互の乗換え利便性の向上や鉄道等により分断された市街地の一体化、駅機
能の改善等を実施し、都市交通の円滑化や交通拠点としての機能強化等を推進している。
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（ 3 ）交通モード間の接続（モーダルコネクト）の強化
バスタ新宿をはじめとする集約型公共交通ターミナル『バスタプロジェクト』について、官民連携

を強化しながら戦略的に展開して、多様な交通モードが選択可能で利用しやすい環境を創出し、人と
モノの流れの促進や生産性の向上、地域の活性化や災害対応の強化などのため、バスを中心とした交
通モード間の接続（モーダルコネクト）の強化を推進している。
また、民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進に向けて、交通混雑の緩和や物流の円滑化の

ため、バス・タクシー・トラック等の事業者専用の停留施設（特定車両停留施設）を道路附属物とし
て位置づけるとともに、施設運営については、民間の技術やノウハウを最大限に活用するため、コン
セッション（公共施設運営権）制度の活用を可能とする事業スキームの構築等を内容とする道路法等
の改正法が、令和2年5月に成立し、11月に施行された。
このほか、カーシェアリングや

シェアサイクルといった新たな交
通モードについて、道路空間を有
効活用しながら、公共交通との連
携を強化させる取組みを推進して
いる。東京都においては、地下鉄
大手町駅に近接した箇所及び新橋
駅付近に、カーシェアリングス
テーションを設置し、公共交通
の利用促進の可能性を検証する社
会実験を実施している。今後は、
この社会実験の結果を踏まえなが
ら、道路空間の有効活用による道
路利用者の利便性向上に向けた検討を進めていく。さらに、シェアサイクルの普及促進を図るため、
令和3年度税制改正において、シェアサイクルポートの設置に係る固定資産税の特例措置を創設した。

（ 4 ）企業立地を呼び込む広域的な基盤整備等
各地域が国際競争力の高い成長型産業を呼び込み集積させることは、東アジアにおける競争・連携

及び地域活性化の観点から大きな効果がある。このため、空港、港湾、鉄道や広域的な高速道路ネッ
トワーク等、地域の特色ある取組みのために真に必要なインフラへ集中投資を行い、地域の雇用拡大・
経済の活性化を支える施策を推進している。

①空港整備
国内外の各地を結ぶ航空ネットワークは、地域における観光振興や企業の経済活動を支え、地域活

性化に大きな効果がある。アジア等の世界経済の成長を我が国に取り込み、経済成長の呼び水となる
役割が航空に期待される中、我が国全体の国際競争力や空港後背地域の地域競争力強化のため、空港
の処理能力向上や空港ターミナル地域再編による利便性向上等を図っている。

【関連リンク】
バスタプロジェクト　URL：https://www.mlit.go.jp/road/busterminal/

 図表Ⅱ-4-2-4 品川駅西口駅前広場の将来イメージ　

資料）国土交通省
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②港湾整備
四方を海に囲まれている我が国においては、海外との貿易の大部分を海上輸送が担っており、また

国内においても、地域間の物流・交流等に海上輸送が重要な役割を担っている。そうした中で、港湾
インフラは海外との貿易の玄関口であるとともに、企業活動の場として日本の産業を支えている。物
流効率化等による我が国の産業の国際競争力の強化、雇用と所得の維持・創出を図るため、地域の基
幹産業を支える港湾において、国際物流ターミナルの整備等を行っている。

③鉄道整備
全国に張り巡らされた幹線鉄道網は、旅客・貨物輸送の大動脈としてブロック間・地域間の交流を

促進するとともに、産業立地を促し、地域経済を活性化させることで、地域の暮らしに活力を与えて
おり、鉄道貨物輸送は、地域経済を支える産業物資等の輸送に大きな役割を果たしている。

④道路整備
迅速かつ円滑な物流の実現等により国際競争力を強化するとともに、地域活性化の観点から、高規

格道路等の幹線道路ネットワークの形成を進めている。

（ 5 ）地域に密着した各種事業・制度の推進
①道の駅
「道の駅」は道路の沿線にあり、駐車場、トイレ等の「休憩機能」、道路情報や地域情報の「情報発
信機能」、地域と道路利用者や地域間の交流を促進する「地域の連携機能」の3つを併せ持つ施設で、
令和3年3月30日現在1,187箇所が登録されている。
近年、地元の名物や観光資源を活かして、多くの人々を迎え、地域の雇用創出や経済の活性化、住

民サービスの向上にも貢献するなど、全国各地で「道の駅」を地域活性化の拠点とするだけではなく、
災害時の防災拠点としての活用や子育て応援施設の整備などの取組みも進展している。令和2年から
を「道の駅」第3ステージとして位置づけており、令和元年の『「道の駅」第3ステージの提言』に
示された『地方創生・観光を加速する拠点』及び『ネットワーク化で活力ある地域デザインにも貢献』
というコンセプトを実現するための取組みを推進していく。

②高速道路の休憩施設の活用による拠点の作成
高速道路利用者だけの使用を前提とした「高速道路の休憩施設」は、近年、ウェルカムゲートやハ

イウェイオアシス等により、沿道地域への開放による地域活性化が図られており、その促進のため、
関係機関が連携の上、進捗状況に応じた支援を実施している。

③官民連携による道路管理の充実
道路管理にあたっては、これまでも地域と協働した取組みとして、ボランティア・サポート・プロ

グラム（VSP）などにより民間団体等の協力を得てきている。「道路法」に基づき指定した道路協力
団体は、道路において、道路の魅力向上のための活動の実施や、その活動により得られた収益により

【関連リンク】
道の駅　URL：https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/index.html
海の駅　URL：https://www.umi-eki.jp/
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道路管理の活動を充実させることが可能であり、令和3年3月末までに直轄国道において37団体を
指定している。また、道路協力団体が行う道路に関する工事や維持及び道路の占用について、行政手
続を円滑、柔軟化する措置を講じている。

④「かわまちづくり」支援制度
河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれにつながるまちを活性化するため、地域の景観、

歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業
者及び地元住民と河川管理者の連携の下、「かわまちづくり」計画を作成し、河川空間とまち空間が
融合した良好な空間形成を推進している。令和3年3月末までに238箇所が「かわまちづくり」支援
制度に登録している。

⑤地域住民等の参加による地域特性に応じた河川管理
河川環境について専門的知識を有し、豊かな川づくりに熱意を持った人を河川環境保全モニターと

して委嘱し、河川環境の保全、創出及び秩序ある利用のための啓発活動等をきめ細かく行っている。
また、河川に接する機会が多く、河川愛護に関心を有する人を河川愛護モニターとして委嘱し、河

川へのごみの不法投棄や河川施設の異常といった河川管理に関する情報の把握及び河川管理者への連
絡や河川愛護思想の普及啓発に努めている。
さらに、河川の維持や河川環境の保全等の河川管理に資する活動を自発的に行う民間団体等を河川

協力団体として指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上の位置付けを行い、団体の
自発的活動を促進し、地域の実情に応じた多岐にわたる河川管理の充実を推進している。

⑥海岸における地域の特色を活かした取組みへの支援
海岸利用を活性化し、観光資源としての魅力を向上させることを目的に、砂浜確保のための養浜や

海岸保全施設等の整備を行う海岸環境整備事業の支援を行っている。海岸保全に資する清掃、植栽、
希少な動植物の保護、防災・環境教育等の様々な活動を自発的に行う法人・団体を海岸協力団体に指
定することにより、地域との連携強化を図り、地域の実情に応じた海岸管理の充実を推進しており、
令和3年3月末時点で22団体が指定されている。
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⑦港湾を核とした地域振興
地域住民の交流や観光の振興を

通じた地域の活性化に資する「み
なと」を核としたまちづくりを促
進するため、住民参加による地域
振興の取組みが継続的に行われる
施設を港湾局長が「みなとオアシ
ス」として登録している（令和2
年度末時点、147箇所）。
「みなとオアシス」は、「みなと
オアシス全国協議会」等が主催す
る「みなとオアシスSea級グルメ
全国大会」などの、様々な活動を
通じ、地域の賑わい創出に寄与し
ている。
近年では、訪日クルーズ船寄港

時のおもてなしなど港湾の多様化
するニーズに対応するため、官民
連携による港湾の管理等を促進するなどの目的で、港湾管理者が適正な民間団体等を指定する「港湾
協力団体」制度を活用し、みなとを核とした地域の更なる活性化を図ることとしている。（令和2年
度末時点、43箇所）
また、一定の条件を満たすみなとオアシスを災害発生時に復旧・復興の拠点として機能する「災害

対応型みなとオアシス」として位置づけるとともに、これらをネットワーク化して、広域的な災害に
対応可能な「みなとオアシス防災ネットワーク」の構築に向けて取り組むこととしている。

⑧マリンレジャーの拠点づくり
マリンレジャーの魅力向上のため、既存の港湾施設やマリーナ等を活用した「海の駅」の設置を推

進しており、令和3年3月末時点で、全国に170駅が登録されている。また、従来のプレジャーボー
トユーザーだけでなく旅行者等がクルージングを楽しめるよう、「海の駅」を寄港地として近郊の観
光地やグルメスポット等を巡るためのモデルルートである「マリンチック街道」の選定を推進してお
り、令和3年3月末時点で全国に23ルートが登録されている。

（ 6 ）地籍整備の積極的な推進
災害後の迅速な復旧・復興、インフラ整備の円滑化等に資する地籍整備の円滑化・迅速化に向けて、

令和2年5月に、2年3月の国土調査法等の改正により措置された新たな調査手続や、都市部・山村
部の地域特性に応じた効率的な調査手法の活用の促進等を位置付けた、第7次の国土調査事業十箇年
計画を閣議決定した。　
同計画に基づく地籍整備を推進するため、地籍調査を行う市町村等への財政支援のほか、国による

基本調査の実施により効率的な調査手法の事例の蓄積及びその普及を行うとともに、地籍調査以外の
測量成果の活用を推進している。
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ஸ港ҩ

ҩপଚ港
嵣ଚવ港
ҩ港ҩཤ港
ҩਮస下ஸ港
ҩৗ港
嵣ଽౠ港
ҩৈ港

ाऩधड़॔३スਚの༮

ຂஸ港ҩ
୕港ҩ

（ৗ๙�）
৵港ҩ
නি港ҩ
ਣ港ҩ

ഌলஸ港ҩ
า水港ҩ
ஏ港ҩ
ૣ੩港ҩ
ྯவ港ҩ
ਮি港ҩ

ҩඖஸ港
ҩি峘ఓ港
ҩ水港
ҩপ੩川港
ҩ౪港
ҩਕ河港
ҩଽો港
ҩஸૈଚ港
ҩ೭ಭ港
ҩଘਣ港ҩཛྷਣ港

ҩম港ҩ水ವ港
ҩຏೱ港
ҩরଗ湾港

ҩਣ৵ૈਣ港
ҩਨఓ港
ҩഌஸ港 ҩଐ港

ҩલซ港

ҩপ港
ҩপ๙港
ҩஒ港
ҩ೬ો港
ҩழૺ港
ҩ୲ჩ港
ҩଽ港
ҩ௩川港
ҩཞલ港
ҩি港
ҩম港
嵣প௩ந港
ҩඣি港
ҩਸൄ港
ҩጷ嵞ঢ়港
ҩවཞ港
（වཞ�）

೭港ҩ
ਧ港ҩ
શਿ港ҩ
ਟ港ҩ
 港ҩ
ূ港ҩ
ฟษ港ҩ
ഌ港ҩ
ຖળ港ҩ
ଘি港ҩ

ஸ港ҩ
୲ଘ港ҩ
ઋૺ港ҩ

（༿�ઋૺ）
路港ҩ
ৼে港ҩ
ૣଐ港ҩ

嵣
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（ 7 ）大深度地下の利用
大深度地下の利用については、大深度地下使用制度に関する内容をホームページに掲載する等、大

深度地下の適正かつ合理的な利用を図っている。

 5	 広域ブロックの自立・活性化と地域・国土づくり
（ 1 ）対流促進型国土形成のための国土・地域づくり
地域の活性化及び持続的な発展を図るため、地域の知恵と工夫を引き出しつつ、総合的に施策を展

開することが重要である。そのため、国土形成計画（全国計画及び広域地方計画）に基づき、対流を
全国各地でダイナミックに湧き起こしイノベーションの創出を促す対流促進型国土の形成を目指し、
重層的な国土構造、地域構造の形成を図りつつ地域の特性に即した施策展開を図っている。また、地
域活性化のための官民連携による戦略や民間活動を支える基盤整備の推進に対する国の支援、多様な
主体の協働による自立的・持続的な地域づくりを進めるための施策について取り組んでいる。

①広域的地域活性化のための基盤整備の推進
自立的な広域ブロックの形成に向け、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の

活性化を図るため、令和2年度においては、35府県が、2～ 3府県ごとに協働して33の共通目標を
掲げ、延べ74の府県別の広域的地域活性化基盤整備計画を作成しており、同計画に基づくハード・
ソフト事業に対して、交付金を交付した。

②官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業
官民が連携して策定した広域的な地域戦略に資する事業について、民間の意思決定のタイミングに

合わせ、機を逸することなく基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を図る
ため、令和2年度においては、地方公共団体が行う概略設計やPPP/PFI導入可能性検討といった事業
化に向けた検討に対して、24件の支援を行った。

③多様な主体の協働による地域づくりの推進
地方部における多様な主体の協働による自立的・持続的な地域づくりを促進するため、地域づくり

活動を生み育てるための多様な主体が連携した支援体制の構築を推進している。

④連携中枢都市圏等による活力ある経済・生活圏の形成
一定規模以上の人口・経済を擁する都市圏においては、経済成長のけん引、高次都市機能の集積・

強化及び生活関連機能サービスの向上の実現を目指す「連携中枢都市圏」の形成を促進している。
対象の都市圏は、地方圏の政令指定都市・中核市（人口20万人以上）を中心とした都市圏であっ

たが、まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）において、一定の条件の下、隣接する人口
10万人程度以上の2つの市を中心とした都市圏（複眼型）も追加され、令和2年4月1日時点で合わ
せて34圏域が形成された。
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（ 2 ）地域の拠点形成の促進等
①多様な広域ブロックの自立的発展のための拠点整備
「多極分散型国土形成促進法」に基づく業務核都市において、引き続き、業務施設の立地や諸機能
の集積の核として円滑に整備が実施されるよう、必要な協力を行っている。さらに、「筑波研究学園
都市建設法」に基づき、科学技術の集積等を活かした都市の活性化等を目指し、筑波研究学園都市の
建設を推進しているほか、つくばエクスプレス沿線で都市開発が進む中、研究学園都市の特性を活か
した環境都市づくりに取り組んでいる。また、「関西文化学術研究都市建設促進法」に基づき、文化・
学術・研究の拠点形成を目指すため、「関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針」を踏まえ、
関係省庁、地方公共団体、経済界等との連携のもと、関西文化学術研究都市の建設を推進している。

②集落地域における「小さな拠点」づくりの推進
人口減少や高齢化の進む中山間地域等では、買物、医療等の生活サービス機能やコミュニティ機能

が維持できなくなりつつある地域がある。このため、小学校区等複数の集落を包含する地域において、
必要な機能や地域活動の拠点を歩いて動ける範囲に集め、周辺の集落との交通ネットワークを確保し
た「小さな拠点」の形成を推進している。
具体的には、遊休施設を活用した生活サービス機能等の再編・集約について支援するとともに、関

係府省とも連携して普及・啓発等の取組みを推進している。

③国会等の移転の検討
「国会等の移転に関する法律」に基づき、国会等の移転に関連する調査や国民への情報提供等、国
会における検討に必要な協力を行っている。

（ 3 ）所有者不明土地への対応
①所有者不明土地の利用の円滑化等に向けた取組み
所有者不明土地が全国的に増加していることに鑑み、平成30年に制定された、所有者不明土地を

地域住民のための事業に一定期間使用できる制度の創設、所有者探索の合理化等を講じる「所有者不
明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（以下「所有者不明土地法」という。）」の円滑な施行の
ため、地域福利増進事業に関するガイドライン 1の周知や各地方整備局等に設置した「所有者不明土
地連携協議会」による市町村等への支援を実施した。また、地域福利増進事業等に係るモデル的な取
組みについて、事業を実施しようとする者による所有者の探索、事業計画の策定、地域の合意形成等
への支援を実施するとともに、支援した事例のノウハウ、他地域への普及・横展開を促進した。また、
所有者不明土地法の制定と合わせて公表した、公共事業における事業認定の円滑化のための「事業認
定申請の手引き」  2について、令和元年6月に第2版を公表し、2年3月には庁舎、学校等の公共建築
物について認定事例 3を取りまとめ・公表した。

 1ɹ IUUQT���XXX�NMJU�HP�KQ�UPUJLFOTBOHZP�DPOUFOU�0013�073��QEG  
ʢࢿߟࢀྉฤʣIUUQT���XXX�NMJU�HP�KQ�UPUJLFOTBOHZP�DPOUFOU�0013�1276�EPDY 

 2ɹIUUQ���XXX�NMJU�HP�KQ�TPHPTFJTBLV�MBOE@FYQSPQSJBUJPO�TPTFJ@MBOE@GS@000476�IUNM
 3ɹIUUQT���XXX�NMJU�HP�KQ�TPHPTFJTBLV�MBOE@FYQSPQSJBUJPO�DPOUFOU�001334720�QEG
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②所有者不明土地の解消・発生抑制に向けた取組み
所有者不明土地の解消・発生抑制に関しては、所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
で決定された「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」 注4に基づき、関係行政機関の緊密な
連携の下で推進することとしており、令和2年に必要な制度改正を行うこととされた。
これを受け、適正な土地の利用及び管理を確保する施策を推進するとともに、地籍調査の円滑化・
迅速化等を一体的に措置するため、2年3月27日に「土地基本法等の一部を改正する法律」が成立し、
　・ 土地基本法において、土地所有者等の土地の適正な「利用」「管理」に関する責務（登記等権利
関係の明確化、境界の明確化）を明らかにし、国・地方公共団体の講ずべき施策について、所有
者不明土地の発生の抑制及び解消並びに円滑な利用及び管理の確保が図られるように努めるもの
とする旨を規定

　・土地政策全般の政府方針として閣議決定による土地基本方針を創設
　・ 国土調査法等において、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用等の調査手続の見直しや、
地域特性に応じた効率的調査手法の導入等を行う

等の改正が行われた。
2年5月26日には、改正土地基本法で規定された新たな基本理念、土地所有者等の責務、基本的
施策で定める内容に基づき、関係省庁が一体性を持って人口減少時代に対応した土地政策を講じるこ
とができるよう、今後講じていくべき当面の施策を示す土地基本方針が策定され、今後は、その更新
を通じて、防災・減災の観点からも重要な所有者不明土地対策、管理不全土地対策等の個別施策を着
実に展開していくこととされた。
今後は、所有者不明土地法の施行から3年が経過し、見直しの時期になることに向けて、所有者不
明土地等対策の推進のための関係閣僚会議で決定された「所有者不明土地等対策の推進に関する基本
方針」 注5や「所有者不明土地等問題　対策推進の工程表」 注6に基づき、
・所有者不明土地の円滑な利活用を図るための仕組みの拡充
・管理不全土地の適正管理を図るための仕組み
・低未利用土地の円滑な利活用を図る仕組み
・民法等の改正内容を踏まえた所有者不明土地等に対する行政の関与の仕組み
等を検討し、3年 12月頃を目途にとりまとめ、必要となる法案の次期通常国会への提出を目指すこ
ととしている。

注 4　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai2/policy.pdf
注 5　https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai6/kettei1.pdf
注 6　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai8/kettei2.pdf
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 6	 地域の連携・交流の促進
（ 1 ）地域を支える生活幹線ネットワークの形成
医療や教育等の都市機能を有する中心地域への安全で快適な移動を実現するため、日常の暮らしを

支える道路網の整備や現道拡幅等による隘路の解消を支援している。また、合併市町村の一体化を促
進するため、合併市町村内の中心地や公共施設等の拠点を結ぶ道路、橋梁等の整備を総務省と連携し
て市町村合併支援道路整備事業により推進している。

（ 2 ）都市と農山漁村の交流の推進
幹線道路網の整備による広域的な交流・連携軸の形成、田園居住を実現するための住宅・宅地供給、

交流の拠点となる港湾の整備等を実施している。

（ 3 ）二地域居住等の推進
若者の地方圏での体験交流プログラムを通じた交流拡大を推進するため、国土交通省ウェブサイト

にこれらの情報を集約して掲載している。また、二地域居住等を推進するため、関係省庁協力のもと、
地方公共団体、関係団体・関係事業者からなる全国二地域居住等促進協議会と連携し、二地域居住の
支援策や情報提供等に取り組んでいる。

（ 4 ）地方版図柄ナンバーの導入について
平成30年10月より、地域の風景や観光資源を図柄にした地方版図柄入りナンバープレートを順次

導入し、令和2年5月より新たな17地域を加え全国58地域で交付を行っている。
2年3月に「新たな図柄入りナンバープレートの導入に関する検討会」を設置し、更なる地方版図

柄入りナンバープレートの導入に向け、制度のあり方等の検討を進めている。

地方版図柄入りナンバープレートは「走る広告塔」として、地域の風景や観光資源を図柄と
することにより、地域の魅力を全国に発信することを目的に、平成 30 年 10 月に全国 41 地域で
スタートしました。

その後、令和 2 年 5 月より新たな地域名表示（ご当地ナンバー）と併せて 17 地域が追加され、
今では全国 58 地域で交付されています。

地方版図柄入りナンバープレートは、「走る広告塔」としての機能のほか、その申込時には地
域への寄付を併わせて行うことができることとしており、集まった寄付金は、地域の交通改善
や地域振興・観光振興に使われています。特に申込みの多い熊本地域においては、交付開始か
ら半年ほどで集まった寄付金を活用し、令和元年度に高齢者を対象とした自動車のペダル踏み
間違い防止装置の購入・設置費用の補助に使用されました。また、2 年度には、徳島地域におい

付けるだけじゃない！
図柄入りナンバープレートで
地元を活性化しよう！

ίϥϜ
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て観光振興のための「にし阿波」地域への観光誘致ポスター制作に、香川地域において交通事
故防止のための高齢者への反射タスキの配布等に使用されています。その他の地域においても
寄付金の使途の検討が進められており、今後も全国の様々な地域で寄付金を活用した事業が実
施されることになります。

また、地方版図柄入りナンバープレートを導入されていない地域は、全国にはまだまだあり
ますので、地域からの要望等を踏まえながら、更なる導入について検討を進めていきます。

全国の地方版図柄入りナンバープレート

地方版図柄入りナンバープレート
を取り付けた自動車 香川：反射タスキ配布キャンペーン 徳島：「にし阿波」地域観光誘致ポスター

⏬ീᥦ౪䠖（බ㈈）日本䝕䝄䜲䞁䝘䞁䝞䞊㈈ᅋ ⏬ീᥦ౪䠖（බ㈈）日本䝕䝄䜲䞁䝘䞁䝞䞊㈈ᅋ

【関連リンク】
国土交通省　地方版図柄入りナンバープレートのページ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000036.html
図柄ナンバー申込サービス
https://www.graphic-number.jp/
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 7	 地域の移動手段の確保
（ 1 ）地域の生活交通の確保・維持・改善
地域社会の活性化を図るためにも、日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保は重要な課題である。

このため、地域公共交通確保維持改善事業において、多様な関係者の連携により、地方バス路線、離
島航路・航空路などの生活交通の確保・維持を図るとともに、地域鉄道の安全性向上に資する設備の
整備、バリアフリー化等、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組みを支援している。令和3年度
においては、改正地域公共交通活性化再生法により創設した、地域旅客運送サービス継続事業等に対
する支援措置を新設する等、支援の充実を図っている。
また、地方自治体における交通施策の立案に当たって参考となるよう、新型コロナウイルス感染症

における交通分野の取り組み事例等、地域交通体系を支えるために必要な調査を行い、今後の地域交
通のあり方を検討した。

 図表Ⅱ-4-2-6 地域公共交通確保維持改善事業の概要

䠘ᨭ䛾ෆᐜ䠚
䕿 地ᇦ䛻䛚䛡䜛୍ᒙ䛾㐃ᦠ・༠ാ䛸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾䛂地ᇦබඹ㏻ィ⏬䛃䛾⟇ᐃ䛻㈨䛩䜛ㄪᰝ➼

䠘ᨭ䛾ෆᐜ䠚

䕿 㧗㱋䛜㐍䜐㐣地ᇦ➼䛾㊊䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾ᖿ⥺䝞䝇㏻䜔地ᇦෆ㏻䛾㐠行
・地ᇦ㛫㏻䝛䝑ト䝽䞊䜽䜢ᙧᡂ䛩䜛ᖿ⥺䝞䝇㏻䛾㐠行䜔㌴୧㉎ධ䚸㈌ᐈΰ㍕䛾ᑟධ䜢ᨭ

・㐣地ᇦ➼䛻䛚䛔䛶䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝞䝇䚸䝕䝬䞁䝗䝍䜽䝅䞊䚸⮬ᐙ⏝᭷ൾ᪑ᐈ㐠㏦➼䛾地ᇦෆ㏻䛾㐠行䜔
㌴୧㉎ධ䚸㈌ᐈΰ㍕䛾ᑟධ䜢ᨭ

䕿 㞳島⯟㊰・⯟✵㊰䛾㐠⯟
・㞳島ఫẸ䛾日ᖖ⏕ά䛻不ྍḞ䛺㏻ᡭẁ䛷䛒䜛㞳島⯟㊰・⯟✵㊰䛾㐠⯟➼䜢ᨭ

地ᇦබඹ㏻☜ಖ⥔ᣢᴗ
（地ᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯⏕ά㏻䛾☜ಖ⥔ᣢ）

䠘ᨭ䛾ෆᐜ䠚

䕿 㧗㱋者➼䛾⛣ື円䛾䛯䜑䛾䝜䞁䝇䝔䝑䝥䝞䝇䚸⚟♴䝍䜽䝅䞊䛾ᑟධ䚸
㕲㐨㥐䛻䛚䛡䜛ෆ方⥺Ⅼ≧䝤䝻䝑䜽䛾ᩚഛ

䕿 地ᇦ㕲㐨䛾Ᏻ全ᛶྥୖ䛻㈨䛩䜛タഛ䛾᭦᪂➼

䠘ᨭ䛾ෆᐜ䠚
䕿 被災地䛾ᖿ⥺䝞䝇䛾㐠行 䕿 ௬タఫᏯ➼䜢ᕠ䜛地ᇦෆ䝞䝇➼䛾㐠行

地ᇦබඹ㏻䝞䝸䜰ゎᾘಁ㐍➼ᴗ
（ᛌ㐺䛷Ᏻ全䛺බඹ㏻䛾ᐇ⌧）

被災地ᇦ地ᇦ㛫ᖿ⥺⣔⤫☜ಖ⥔ᣢᴗ䠋≉ᐃ被災地ᇦබඹ㏻ㄪᰝᴗ
（䛆東日本大震災ᑐᛂ䛇 被災地䛾䝞䝇㏻➼䛻ᑐ䛩䜛ᰂ㌾䛺ᨭ）

௧䠏ᖺ度ண⟬㢠 䠐൨円
（東日本大震災⯆≉ูィ䠖⯆ᗇ୍ᣓィୖศ）

地ᇦ䛾ከᵝ䛺య䛾㐃ᦠ・༠ാ䛻䜘䜛䚸地ᇦ䛾ᬽ䜙䛧䜔⏘ᴗ䛻不ྍḞ䛺㏻䝃䞊䝡䝇䛾☜ಖ・ᐇ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䜢ᨭ

（ୖグྲྀ⤌䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸地ᇦබඹ㏻άᛶ⏕ἲ䛾ᯟ⤌䜏䜢強（௧䠎ᖺ䠍䠍᭶䠎䠓日行） ）

ͤᅜ䛾ㄆᐃ䜢ཷ䛡䛯㕲㐨ᴗᵓ⠏ᐇィ⏬䚸地ᇦබඹ㏻౽ቑ㐍ᐇィ⏬➼䛻ᇶ䛵䛟ᴗ（地ᇦ㕲㐨䛾ୖ下ศ㞳䚸౽ᛶྥୖ・㐠行ຠ⋡➼䛾䛯䜑
䛾䝞䝇㊰⥺䛾⦅䚸᪑ᐈ㐠㏦䝃䞊䝡䝇⥅⥆䛾䛯䜑䛾䝕䝬䞁䝗型➼䛾ከᵝ䛺䝃䞊䝡䝇䛾ᑟධ➼）䛻䛴䛔䛶䚸䜎䛱䛵䛟䜚䛸䜒㐃ᦠ䛧䚸≉ᥐ⨨䛻䜘䜚ᨭ

地ᇦබඹ㏻ㄪᰝ➼ᴗ
（ᣢ⥆ྍ⬟䛺地ᇦබඹ㏻䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ィ⏬⟇ᐃ➼䛾ᚋᢲ䛧）

䕿 地ᇦ䛻䛚䛡䜛䝞䝸䜰フ䝸䞊䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⛣ື➼円ಁ㐍方㔪・ᇶ本ᵓ䛾⟇ᐃ䛻ಀ䜛ㄪᰝ

ͤ㏻ᅪ全య䜢ぢᤣ䛘䛯ᣢ⥆ྍ⬟䛺地ᇦබඹ㏻䝛䝑ト䝽䞊䜽䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䚸都㐨ᗓ┴䛸」ᩘᕷ⏫ᮧ䜢ྵ䜐༠㆟䛜య䛸䛺䛳䛯༠ാ䛻䜘䜛ྲྀ⤌䛻ᑐ䛧䚸ィ
⏬䛾⟇ᐃ䜔䝞䝇➼䛾㐠行䜈䛾ᨭ䛾≉ᥐ⨨䛻䜘䜚ᚋᢲ䛧（地ᇦබඹ㏻༠ാトラ䜲䜰䝹᥎㐍ᴗ）

௧䠏ᖺ度ண⟬㢠 䠎䠌䠒൨円

（ 2 ）地域鉄道の活性化、安全確保等への支援
地域鉄道は、住民の足として沿線住民の暮らしを支えるとともに、観光等地域間の交流を支える基

幹的な公共交通として、重要な役割を果たしているが、その経営は極めて厳しい状況にある。このた
め、地域公共交通確保維持改善事業等及び税制特例により、安全設備の整備等に対して支援を行うほ
か、幹線鉄道等活性化事業により、鉄道利用の潜在的なニーズが高い地方部の路線について、新駅の
設置等に対する支援を行っている。
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（ 3 ）地域バス路線への補助
地域住民にとって必要不可欠な乗合バス等の生活交通（地域をまたがる交通ネットワーク 7や、幹
線交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通等）の確保・維持は、重要な課題であ
り、地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークの確保・維持が可能となるよう、生活交通
の運行やバス車両の更新等について支援を行っている。また、今後の人口減少が見込まれる中で、生
活交通ネットワークを確保・維持するため、地域の特性を十分踏まえつつ、地域の関係者と密接に連
携した生産性向上の取組みを促進している。

（ 4 ）地方航空路線の維持・活性化
人口減少に伴う利用者の減少が見込まれるなか、地域航空の路線を持続可能なものとするため、「持
続可能な地域航空のあり方に関する研究会」及び「地域航空の担い手のあり方に係る実務者協議会」
において検討を行い、平成30年12月に報告書を公表した。
報告書では、経営統合については継続課題としつつ、まずは九州地域における有限責任事業組合

（LLP）の設立を目指すこととされ、これを受け、系列を超えた更なる協業を促進するため、地域航
空会社3社及び大手航空会社2社により、令和元年10月25日に地域航空サービスアライアンス有限
責任事業組合（EAS LLP）が設立された。

（ 5 ）離島との交通への支援
離島航路は、離島住民が日常生活を行う上で必要不可欠な交通手段である。令和元年度は291航
路で輸送人員需要は42.4百万人（ここ5年で約1.2％減少）となっているが、その多くは本土より深
刻な人口減少、高齢化により、航路の運営は極めて厳しい状況である。このため、唯一かつ赤字が見
込まれる航路に対し、地域公共交通確保維持改善事業により運営費への補助、離島住民向け運賃割
引への補助、運航効率の良い船舶建造への補助を行っている（令和3年3月末現在の補助対象航路：
127航路）。
さらに、離島航路利用者の利便性向上や観光旅客需要喚起による地域の活性化のため、高齢又は足
の不自由な方がバスに乗車したままフェリーを利用できる海陸連結型バス交通システムの運用を平成
27年4月より開始し、令和2年度末現在で22事業者が実施している。離島航空路については、地域
の医療の確保をはじめ、離島の生活を支えるのに欠かせない交通手段であることから、安定的な輸送
の確保を図るため、離島に就航する航空運送事業者に対して、総合的な支援（予算：機体購入費補助、
運航費補助等　公租公課：着陸料の軽減、航空機燃料税の軽減措置等）を講じている。
なお、2年度の離島航空路線の数は64路線、うち国庫補助対象は14路線となっている。

 7ɹ ٞڠձͰҡ࣋ɾ֬อ͕ඞཁͱೝΊΒΕɺ͕ࠃఆΊΔج४ʢෳ数ࢢொଜʹ·͕ͨりɺ1 のӡߦճ数͕ 3 ճ以্ʣʹ֘
͢ΔҬతɾװઢతͳόεަ௨
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第3節 民間都市開発等の推進

1	 民間都市開発の推進
（ 1 ）特定都市再生緊急整備地域制度等による民間都市開発の推進
都市の再生の拠点として都市開

発事業等を通じて緊急かつ重点的
に市街地の整備を推進すべき地域
として、全国51地域（令和3年3
月末現在）が「都市再生緊急整備
地域」に政令指定され、各地域で
様々な都市開発事業が着々と進行
している。また、昨今の成長が著
しいアジア諸国の都市と比較し、
我が国都市の国際競争力が相対的
に低下している中、国全体の成長
をけん引する大都市について、官
民が連携して市街地の整備を強力に推進し、海外から企業・人等を呼び込むことができるような魅力
ある都市拠点を形成することが、重要な課題になっている。このため、特に都市の国際競争力の強化
を図る地域として、15地域（令和3年3月末現在）が「特定都市再生緊急整備地域」に政令指定され、
多くの地域において、官民連携による協議会により整備計画が作成されている。整備計画に基づき、
地域の拠点や基盤となる都市拠点インフラの整備を重点的かつ集中的に支援する補助制度として、「国
際競争拠点都市整備事業」を設けている。

（ 2 ）都市再生事業に対する支援措置の適用状況
①都市再生特別地区の都市計画決定
既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で、自由度の高い新たな都市計画を定める「都

市再生特別地区」は、令和3 年3 月末現在で103地区の都市計画決定がなされ、うち72地区が民間
事業者等の提案によるものとなっている。

②民間都市再生事業計画の認定
国土交通大臣認定（令和3年3月末現在138件）を受けた民間都市再生事業計画については、（一財）

民間都市開発推進機構による金融支援（メザニン支援事業 8）や税制上の特例措置が講じられている。
また、同機構がミドルリスク資金の調達を支援するメザニン支援業務を実施している。

（ 3 ）大街区化の推進
我が国の主要都市中心部の多くは、戦災復興土地区画整理事業等により街区が形成されており、現

 8ɹ ϝβχϯࢧԉۀࣄͱɺެࢪڞઃのඋΛ͏༏ྑͳຽؒࢢ։ൃۀࣄの͏ͪɺࠃަ௨େਉのೝఆΛड͚ͨのʹର
ͯ͠ɺʢҰࡒʣຽؒࢢ։ൃ推ਐ͕ߏػϛυϧϦεΫۚࢿʢۚ༥͕ؔػఏ͢ڙΔγχΞϩʔϯͱຽؒऀۀࣄ͕ڌग़͢
ΔΤΫΠςΟͱのؒʹҐஔ͠ɺҰൠతʹௐୡ͕͍͠ͱ͞ΕΔۚࢿʣΛఏ͢ڙΔۀࣄΛ͍͏ɻ

 図表Ⅱ-4-3-1 都市再生緊急整備地域
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在の土地利用や交通基盤、防災機能に対するニーズ等に対して、街区の規模や区画道路の構造が十分
には対応していない。大都市の国際競争力の強化や地方都市の活性化、今日の土地利用ニーズを踏ま
えた土地の有効高度利用等を図るため、複数の街区に細分化された土地を集約し、敷地の一体的利用
と公共施設の再編を推進している。

 2	 国家戦略特区の取組み
平成25年12月に成立した「国家戦略特別区域法」において、規制改革事項として措置した「建築
基準法」、「道路法」、「都市計画法」等の特例のみならず、近年の待機児童の増加への対応として、
27年7月成立の改正法において、保育所等を都市公園に占用により設置することを可能とする特例
措置等を講じ、29年の都市公園法の改正により全国措置化している。今後も、具体的な事業を実施し、
目に見える形で岩盤規制改革を進めていく。

	 第4節	 特定地域振興対策の推進

 1	 豪雪地帯対策
毎年の恒常的な降積雪により、住民の生活水準の向上や産業の発展が阻害されてきた地域の経済の
発展と住民生活の向上に寄与するため、「豪雪地帯対策特別措置法」に基づき、交通の確保、生活環境・
国土保全関連施設の整備、雪処理の担い手の確保等の豪雪地帯対策を推進している。なお、豪雪地帯
に指定されている市町村数は532市町村（うち特別豪雪地帯201市町村）、国土の51％（うち特別豪
雪地帯は20％）に及ぶ広大な面積を占めている。

 2	 離島振興
「離島振興法」に基づき、都道県が策定した離島振興計画による離島振興事業を支援するため、公
共事業予算の一括計上に加え、「離島活性化交付金」により、離島における産業の育成による雇用拡
大等の定住促進、観光の推進等による交流の拡大促進、安全・安心な定住条件の整備強化等の取組み
への支援等を行っている。加えて、ICTやドローン等の新技術を離島の課題解決に役立てる「スマー
トアイランド推進実証調査」を行っているほか、離島と都市との交流事業「アイランダー」をオンラ
イン開催するとともに、離島と企業をつなぐマッチングの場を提供する「しまっちんぐ」を実施して
いる。

 3	 奄美群島・小笠原諸島の振興開発
「奄美群島振興開発特別措置法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」に基づく振興開発事業等により、
社会資本の整備等を実施しているほか、更なる自立的で持続可能な発展に向けて、地域の特性に応じ
た観光・農業等の産業振興による雇用の拡大と定住の促進を図るため、交付金等を活用し、地域の取
組みを支援している。
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 4	 半島振興
「半島振興法」に基づき、道府県が作成した半島振興計画による半島振興施策を支援するため、半
島振興対策実施地域（令和2年4月現在23地域（22道府県194市町村））を対象として、「半島振興
広域連携促進事業」により、半島地域における資源や特性を活かした交流促進、産業振興、定住促進
に資する取組みへの補助を行うとともに、「半島税制」による産業の振興等や、半島循環道路等の整
備を図っている。

	 第5節	 北海道総合開発の推進

 1	 北海道総合開発計画の推進
（ 1 ）北海道総合開発計画の推進
我が国は、北海道の優れた資源・特性を活かしてその時々の国の課題の解決に寄与するとともに、

地域の活力ある発展を図るため、北海道の積極的な開発を行ってきた。計画期間を平成28年度から
おおむね令和7年度までとする第8期の北海道総合開発計画（平成28年3月閣議決定）は、「世界の
北海道」を形成すべく、「人が輝く地域社会」、「世界に目を向けた産業」、「強靱で持続可能な国土」
を目標として掲げ、諸施策を進めている。
具体的には、「食料供給基地としての持続的発展」、「『観光先進国』実現をリードする世界水準の観

光地の形成」、これら食と観光等を担う北海道の「生産空間」  9を支える取組みを重点的に取り組む事
項として、目指す姿や行動の指針となる数値目標を設定し、関係者で共有しながらフォローアップを
行い、本計画を踏まえ北海道開発を着実に推進している。
本計画においては、計画策定からおおむね5年後に計画の総合的な点検（中間点検）を実施するこ
ととされている。そのため、大規模災害の激甚化・頻発化、新型コロナウイルス感染症（以下「感染
症」という。）の拡大等、計画策定以降の状況変化を踏まえて、2年度において施策の進捗状況等を
点検するとともに、現状の課題及び今後の推進方策を整理・検討し、令和3年2月に中間点検報告書
を取りまとめた。

 9ɹ ͜ ͜Ͱɺओͱͯ͠ۀɾʹۀړΔੜ࢈のʢಛʹ֗ࢢͰͳ͍ྖҬʣΛ͢ࢦɻੜۭؒ࢈ɺੜ࢈のΈͳΒͣɺ؍
ޫͦのଞのଟ໘తɾެӹతػΛఏ͍ͯ͠ڙΔɻ

第5節　北海道総合開発の推進

第
4
章

地
域
活
性
化
の
推
進

Ⅱ

国土交通白書　2021 219



 図表Ⅱ-4-5-1  第8期北海道総合開発計画中間点検の概要
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今後は、中間点検の結果を踏まえて、分散型の国土づくりに向けた生産空間における各種施策、
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組み、防災・減災、国土強靱化の取組み等を一層推
進していく。

（ 2 ）計画の実現を支える施策の推進
本計画は、本格的な人口減少時代の到来、グローバル化の更なる進展と国際環境の変化、大規模災

害等の切迫といった我が国をめぐる諸課題に中長期的な視点で対応するため策定されたものであり、
次の目標実現に向けた施策を進めている。

①人が輝く地域社会
北海道の「生産空間」は、他地域とはスケールの異なる広域分散型社会を形成しており、戦略的産

業である「食」と「観光」を担っている。
一方で、全国に先行した人口減少・高齢化の急速な進展等により、その維持が困難となるおそれが

あることから、生産空間から都市部に至るまで人々が住み続けられる地域社会構造の確立を図るとと
もに、多様な人々を引きつけ、活発な対流を促進することが重要である。
このため、生産空間の維持・発展に向けたモデル圏域における課題解決及びその取組みの全道展開

を進めているほか、定住・交流環境の維持増進に向けて、高規格道路等の広域的な交通ネットワーク
の整備、「道の駅」や「みなとオアシス」の機能強化等を進めている。あわせて、多様な地域づくり
人材の広域的・横断的な交流・連携を支援する「北海道価値創造パートナーシップ活動」の充実等を
進めている。さらに、感染症の拡大に伴い地方移住、二地域居住、ワーケーション等の機運が高まっ
ていることを踏まえ、これらの促進にも資する交通アクセスの強化を進めている。
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北海道の北部地域では、片荷輸送による積載率の低下等の課題を抱え物流事業者が減少して
います。また、一部の農産品生産者は、収穫量に合わせた集荷トラックの手配が難しいことか
ら、自ら選果場やスーパーに輸送するなどの負担が生じています。このため、生産空間の維持・
発展を議論する名寄周辺モデル地域圏域検討会では、効率的な物流システムの構築に向け、北
海道開発局、北海道運輸局、北海道、名寄市、民間団体等が連携して、地域の物流実態の把握
や物流の効率化、安定化に資する仕組みづくりを検討するワーキングチームを平成 30 年 7 月に
設置しました。

令和 2 年度には、5 つの道の駅（もち米の里☆なよろ、びふか、おといねっぷ、なかがわ、わっ
かない）を一時的な集荷拠点とし、積荷量に余裕のある長距離物流トラックが立ち寄りながら
地方部で生産される農作物やレンタサイクル等を輸送する試行実験を実施しました。

試行実験の結果、全国への輸送についてはコスト面での課題があるものの、今回試行を行っ
た道の駅間の輸送についてはコスト面でも導入の可能性があることを確認しました。このため、
例えば、農作物を生産地から離れた道の駅で販売することや、貸出場所と違う道の駅に返却さ
れたレンタサイクルを貸出場所へ輸送することなどに利用することが考えられます。実際に、
レンタサイクルの輸送については、実現に向け検討が進められております。

生産空間を維持・発展させるためには、物流の維持が重要な課題のひとつであるため、今後も、
他地域の参考となる取組みとなるよう検討を進めてまいります。

道の駅を活用したレンタサイクルの輸送イメージ

㐨ࡢ㥐࡞ࡀࢃ㐨ࡢ㥐ࢃࡗ࡞࠸
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【関連リンク】
北海道型地域構造（生産空間）の保持・形成（北海道開発局）
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/keikaku/splaat0000013gzk.html#s0

ίϥϜ 守れ！北海道の生産空間！　
～「道の駅」を活用してトラック輸送を効率化～
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②世界に目を向けた産業
北海道は、農林水産業、食・観光関連産業などの移輸出型産業に比較優位があり、感染症拡大によ

る影響も踏まえながら、これらを戦略的に育成することが重要である。
このため、スマート農業の推進等に資する農地の大区画化や排水改良、路網の整備、漁港の高度衛

生管理対策等による農林水産業の持続的発展や食料供給力の向上を図るとともに、高規格道路、港湾
における農水産物輸出促進基盤の整備等による農水産物の輸出促進等を進めている。
観光においては、国内旅行とインバウンドの両輪による世界水準の観光地の形成に向けて、新千歳

空港等における空港機能の強化、クルーズ船の受入環境整備、高規格道路等の整備によるアクセス強
化等を進めている。また、ドライブ観光やサイクルツーリズム、景観・地域・観光空間づくりに取り
組むシーニックバイウェイ北海道、河川空間やインフラを活用したツーリズム、国際会議等（MICE）
の北海道開催等に取り組んでいる。

③強靱で持続可能な国土
美しく雄大な自然環境を有し、再生可能エネルギー源が豊富に賦存する北海道は、持続可能な地域

社会の形成に向け、先導的な役割を果たすことが期待されている。また、安全・安心の確保は経済社
会活動の基盤であり、災害発生時の被害を最小化するとともに、我が国全体の強靱化に貢献すること
が重要である。
このため、河川環境の保全や湿原等の自然再生、再生可能エネルギー活用等の温室効果ガス排出削

減対策、「北海道水素地域づくりプラットフォーム」による水素社会形成に向けた普及啓発を進めて
いる。また、平成28年8月の一連の台風や平成30年7月豪雨による被害と気候変動による水災害リ
スクの増大等を踏まえた治水対策、平成30年北海道胆振東部地震等からの復旧・復興、切迫性が指
摘されている日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震・津波等大規模自然災害への対策や冬期災害に備え
た対策等を始めとするハード・ソフトを総動員した防災・減災対策、社会資本の老朽化等に対応する
ための戦略的な維持管理・更新等を進めている。

 2	 特色ある地域・文化の振興
（ 1 ）北方領土隣接地域の振興
領土問題が未解決であることから望ましい地域社会の発展が阻害されている北方領土隣接地域 10

を対象に、「北方領土問題等の解決の促進を図るための特別措置に関する法律」に基づく第8期北方
領土隣接地域振興計画（平成30～令和4年度）の下、必要な施策を総合的に推進している。
具体的には、農水産業の振興、交通体系の整備等を図る公共事業の実施や北方領土隣接地域振興等

事業推進費補助金によるソフト施策支援など、隣接地域の魅力ある地域社会の形成に向けた施策、隣
接地域への訪問客拡大に向けた取組みを推進している。

 10ɹࠜࣨࢢɺผւொɺதඪொɺඪொɺཏӓொʢ1 ࢢ 4 ொʣ

第5節　北海道総合開発の推進 　

第
4
章

地
域
活
性
化
の
推
進

Ⅱ

国土交通白書　2021222



（ 2 ）アイヌ文化の振興等
アイヌ文化の復興・創造等の拠点であるウ

ポポイ（民族共生象徴空間）は、令和2年7
月12日北海道白老町に開業し、新型コロナ
ウイルス感染防止対策を適切に講じながら、
プログラムの充実や誘客促進等に取り組んで
いる。引き続き、多くの人々がウポポイを訪
れ、アイヌ文化の素晴らしさを体験し、民族
共生の理念に共感してもらえるよう、年間来
場者数100万人を目指してウポポイの適切
な管理運営を行う。このほか「アイヌの人々
の誇りが尊重される社会を実現するための
施策の推進に関する法律」（平成31年法律第
16号）に基づき、アイヌ文化等に関する知
識の普及啓発等を推進する。

 図表Ⅱ-4-5-2 ウポポイロゴマーク

ίϥϜ

アイヌ文化の復興・創造等の拠点として、北海道の白
しらおいちょう

老町に令和 2 年 7 月、ウポポイ（民族
共生象徴空間）を開業しました。

ウポポイは、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法
律」（平成 31 年法律第 16 号）に基づき、
国土交通大臣及び文部科学大臣により指定
された公益財団法人アイヌ民族文化財団に
よって管理運営されています。

ウポポイは「国立民族共生公園」「国立
アイヌ民族博物館」等から成り、アイヌの
暮らしや伝統芸能を様々な視点から体感す
ることができる、アイヌ文化の素晴らしさ
を伝える施設です。

ウポポイの開業日の様子

「ウポポイ（民族共生象徴空間）」開業！
～北海道でアイヌ文化に触れてみよう～
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開業以来、多くの方々に御来場いただき、アイヌ古式舞踊や伝統楽器のムックリ（口琴）演奏、
狩猟弓の実演などの多様なプログラムを体験していただいています。

特に、修学旅行生の行き先としても人気が高く、「若い世代にアイヌの文化を伝える重要な役
割を果たしていること」などが評価され、日本経済新聞社が主催する「2020 年日経優秀製品・サー
ビス賞」最優秀賞（サービス）を受賞しました。

是非一度、ウポポイを訪れアイヌ文化に触れてみてください。

ユネスコの無形文化遺産に登録されている
アイヌ古式舞踊

 

「2020年日経優秀製品・サービス賞」
最優秀賞（サービス）受賞表彰式

https://ainu-upopoy.jp/

࣏࣏࢘ ᳨⣴

ࡽᮐᖠۍ

㧗㏿㐨㊰⏝࡛⣙�5ศ
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≉ᛴิ㌴⏝࡛⣙��ศ  

資料）公益財団法人アイヌ民族文化財団

【関連リンク】
アイヌ文化情報オンライン　ピリカカンピ（facebook）
https://m.facebook.com/pirkakanpi/
イランカラプテキャンペーン～「こんにちは」からはじめよう～
http://www.irankarapte.com/index.html
国土交通省　アイヌ関連政策
https://www.mlit.go.jp/hkb/hkb_fr1_000001.html
内閣官房　アイヌ政策推進会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/
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